
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※2004年4月15日現在で、121ヶ国と欧州共同体が京都議定書を締結済み。 

  また、締結した先進国の排出量の合計は約 44.2％。 

  ②の要件を満たすためにはさらに約 10.8％の先進国の締結が必要。 
 
 

１９９０年の附属書Ⅰ国の二酸化炭素排出割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(出典：国連気候変動枠組条約事務局が集計・公表しているデータを基に、

環境省地球環境局が作成) 
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京都議定書の発効要件 

以下の両方の条件を満たした後、９０日後に発効。 

①５５ヶ国以上の国が締結 

②締結した附属書Ⅰ国の合計の二酸化炭素の１９９０年の排出量 

  が、全附属書Ⅰ国の合計の排出量の５５％以上 

その他未締結国

  0.1％
(リヒテンシュタイン、モナコ) 


